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本
庁
舎
・
保
健
セ
ン
タ
ー
は
、
平

成
26
年
８
月
〜
12
月
の
期
間
で
非
常

用
発
電
機
の
整
備
、
電
気
設
備
の
改

修
工
事
を
行
い
ま
す
。
工
事
は
、
主

に
閉
庁
日
で
実
施
し
ま
す
が
、
一
部

の
工
事
を
平
日
に
実
施
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
来
庁
の
際
、
ご
不
便
を

お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
・
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

総
務
課　

☎
内
線
２
０
９

　

生
涯
学
習
館
は
、
８
月
１
日（
金
）

〜
31
日（
日
）ま
で
、
耐
震
工
事
の
た

め
全
館
休
館
し
ま
す
。
そ
の
間
の
予

約
等
の
受
付
業
務
は
、
役
場
４
階
生

涯
学
習
課
で
行
い
ま
す
。

　

利
用
者
の
皆
様
に
は
ご
不
便
を
お

掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
・
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

生
涯
学
習
課　

☎
内
線
３
２
９

本
庁
舎
・

 

保
健
セ
ン
タ
ー

工
事
の
お
知
ら
せ

休
館
の
お
知
ら
せ

生
涯
学
習
館

光化学スモッグ情報サービス
●テレホンサービス　☎（24）3322
●携帯電話アドレス
　http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/i/
●パソコンアドレス
　http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/haturei/

■ 

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
っ
て
何
？

　

排
出
ガ
ス
な
ど
に
含
ま
れ
る

有
害
物
質
が
変
化
し
た
、「
光
化

学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
」と
呼
ば
れ

る
物
質
に
よ
る
現
象
で
す
。

　

風
が
弱
く
、
日
差
し
が
強
い

日
は
、
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
が
発

生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

■ 

被
害
を
受
け
る
と

●
眼
科
系
の
症
状（
目
が
チ
カ
チ

カ
す
る
、
目
が
痛
い
、
涙
が
出

る
）

●
呼
吸
器
系
の
症
状（
の
ど
が
痛

い
、
せ
き
が
出
る
、
息
苦
し
い
）

●
頭
痛
・
吐
き
気

光化学スモッグに
ご注意ください

農作物・農機具の盗難に
ご注意ください！

■ 

注
意
報
が
発
令
さ
れ
た
ら

　

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
注
意
報
が

発
令
さ
れ
た
時
は
、
町
防
災
行

政
無
線
で
注
意
を
呼
び
か
け
ま

す
の
で
、
自
動
車
の
使
用
や
外

出
を
控
え
、
屋
外
で
の
激
し
い

運
動
は
や
め
、
屋
内
活
動
に
切

り
替
え
ま
し
ょ
う
。

※
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に
よ
る
被
害

が
発
生
し
た
場
合
に
は
環
境
美

化
セ
ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

問　

環
境
美
化
セ
ン
タ
ー

　

☎（
72
）４
４
３
８

　災害時は、町や消防などの関係機関が被害の拡大防止
や負傷者の救助（「公助」）にあたりますが、対応には限界
があります。
　まずは、自分の身を自分の努力によって守る「自助」や、
地域や近隣の人が集まり、互いに協力しながら防災活動
を行う「共助」の取り組みが重要になります。
　そこで「発災から避難所開設までの間」に地域で取り
組むべき内容として、安否確認訓練を町内各地において
実施します。

※荒天などにより中止する場合は、当日午前８時に防災
行政無線で放送します。
※町民の皆さんが行う訓練と同時に町職員は初動対応訓
練を行います。

問　危機管理対策室　☎内線 244

　最近、畑に植わっている作物や、収穫後の作物が盗難
にあったという情報を耳にします。また、田畑に置いて
ある農機具の盗難も問題になっています。
　作付けされている皆様は、定期的な見回りや農機具等
の管理について十分気をつけてくださるようお願いしま
す。また、不審な人物
を見かけた時には、町、
町農業委員会、もしく
は大磯警察署（☎（72）
0110）までご連絡くだ
さい。

問　産業観光課　☎内線 263
　　農業委員会事務局　☎内線 358

9：00 地震発生！（防災行政無線放送）
　　　　◎シェイクアウト（身を守る防災行動）を行う

⬇
9：05 震度速報放送（防災行政無線放送）
　　　　◎安否確認訓練開始
　　　　➡　各家で、地域で決められた安否の掲示を
　　　　　　行う（安否旗、タオル等）。その後は、非
　　　　　　常時持出品や備蓄品のチェック、緊急時
　　　　　　の連絡方法などを家族で話し合いましょう。
　　　　➡　組長（班長）さんが安否を確認し集計
　　　　➡　各地区で集計後、地区の連絡係が
　　　　　　指定避難所に結果を報告

⬇
　　　　　　　　訓練終了

大磯町 総合防災訓練
とき：８月24日（日）午前9時から


